
第 16 回 神奈川県安全性向上委員会  

議事次第 

     日時：平成 30 年 1 月 24 日（水）10：00～12：00 

場所：横浜国道事務所 会議室 

１．開会 

２．挨拶 

３．出席者紹介 

４．議事 

（１） 規約の改正について 

（２）神奈川県の事故・地域特性 

（３）事故ゼロプラン 

 ・事故ゼロプランの進捗状況 

 ・事故ゼロプラン 2 期除外判定について 

（４）生活道路における交通事故対策 

・対策エリアの概要 

・横浜市の取組 

（５）その他 

 ・関係機関の取組 

 ・今後の予定 

 

５．閉会 
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神奈川県安全性向上委員会

設 立 趣 意 書 
平成 17 年 12 月 

 

道路は生活に欠くことのできない社会基盤であり、この道路上で

は、人やモノの移動に伴い、移動手段（自動車、自転車、歩行など）、

段をとりまく交通環境（道路構造、交通規制・制御、地形条件、気

象・自然条件など）が絡み合うことにより、交通事故が発生し、生

活や経済活動に多大なストレスと損害を生じさせている現実がある。

このため、道路の安全性の向上を図ることは、道路行政として喫緊

の課題である。 

 

このような背景のもと、神奈川県内の安全性向上を図るにあたり、

「神奈川県安全性向上委員会」を設立し、交通事故特性の分析、要

対策箇所の選定及び要対策箇所の事故対策の立案を行い、これらを

公表し、道路利用者の理解・協力ならびに注意喚起を図るものであ

る。 

 



 

神奈川県安全性向上委員会規約 

（名称） 

第１条  本会議は「神奈川県安全性向上委員会（以下、「委員会」という）」と称する。 

（目的） 

第２条  委員会は、神奈川県内の安全性向上について、公正・中立的な立場から、交通事故 

特性の分析、要対策箇所の選定及び要対策箇所の事故対策の立案を行い、これらを 

公表し、道路利用者の理解・協力ならびに注意喚起を図ることを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条  委員会は、前条の目的を達成するために、以下の事項について実施するものとする。 

（１） 交通事故特性の分析 

（２） 要対策箇所の選定方針の立案及び、選定方針の修正並びに要対策箇所の選定 

（３） 要対策箇所の事故対策の立案、整備効果の検証 

（４） その他必要な事項 

（構成） 

第４条  委員会は、別紙に掲げる委員で構成する。 

２ 委員の追加・変更は、委員会の承認を要するものとする。 

（第三者性） 

第５条  委員は、委員会の目的に照らし、公正・中立な立場から特定の行政機関及び特定 

利害関係者等の利害を代表してはならない。 

（委員の任期） 

第６条  委員の任期は、委員会の所掌事項を完了するまでとする。 

（委員長） 

第７条  委員会には委員長をおくものとする。 

２ 委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長から指名する委員がその職務を代 

理する。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

（委員会の運営） 

第８条  委員会は、委員長の発議に基づいて開催する。 

２ 委員会は、委員会の運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。 

（守秘義務） 

第９条  委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。 

（委員会資料の公開） 

第１０条  委員会に提出された資料は、公開の対象とする。 

（事務局） 

第１１条  事務局は、国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所交通対策課及び調査課に置く 

ものとする。 

（その他） 

第１２条  この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度審議して定めるものとする。 

また、本規約の改正等は、本委員会の審議を経て行うことができるものとする。 

付則    この規約は、平成３０年１月２４日から施行する。 

 



神奈川県安全性向上委員会 委員名簿 

 

◎ 東洋大学 国際学部 国際地域学科 教授       岡村 敏之 

横浜国立大学大学院 

 都市イノベーション研究院 准教授         田中 伸治 

（一社）神奈川県安全運転管理者会連合会 専務理事  田川 晶士 

（一財）横浜市交通安全協会 専務理事       木村 和夫 

（一社）川崎市交通安全協会 専務理事       小田 忠信 

（一社）神奈川県トラック協会 専務理事      石橋 廣 

（一社）神奈川県タクシー協会 総務部長      芦澤 享 

（一社）神奈川県バス協会 常務理事        山崎 利通 

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所長   淡中 泰雄 

国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所長   山下 眞治 

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所長   乙守 和人 

神奈川県警察本部交通部交通規制課長       中島 淳 

神奈川県安全防災局安全防災部くらし安全交通課長  押部 修一 

神奈川県県土整備局道路部道路管理課長       西山 俊昭 

横浜市道路局道路部長               新倉 芳樹 

川崎市建設緑政局道路河川整備部長         奥澤 豊 

相模原市都市建設局道路部長            佐久間 和彦 

東日本高速道路株式会社 関東支社 

 京浜管理事務所長                小林 憲史 

中日本高速道路株式会社 東京支社 保全・サービス事業部 

 道路管制センター 交通管制チームリーダー    相良 健次 

首都高速道路株式会社 神奈川管理局 

 調査・環境課長                三村 啓子 

 

◎ 委員長 

                                  （敬称略） 



平成30年1月24日

神奈川県安全性向上委員会

第16回委員会
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１．神奈川県の事故・地域特性

■自動車保有台数
・神奈川県の自動車保有台数は、全国4位である
・神奈川県の自動車保有台数は、少し増減はあるものの概ね横ばいである。

4位

横ばい

出典：交通事故統計年報 平成28年版 出典：交通事故統計年報 平成18年～平成28年版

3



42.6
44.0 45.1 45.9 46.4 47.1 47.7 48.6 49.4 49.7 49.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

台
数
（万
台
）

神奈川県の二輪車保有台数の推移

（平成18年～平成28年）

67

50

40

29

27

0 20 40 60 80

東京都

神奈川

県

大阪府

埼玉県

愛知県

台数（万台）

二輪車保有台数（平成28年）

１．神奈川県の事故・地域特性

■二輪車保有台数
・神奈川県の二輪車の保有台数は、ここ10年で17％増加している。全国的にはH17年にAT限定での二輪車免許が
取得ができるようになったことやガソリンが高騰し、自動車の利用が減少していることが背景と考えられる。

17％増加

2位

出典：交通事故統計年報 平成28年版 出典：交通事故統計年報 平成18年～平成28年版
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１．神奈川県の事故・地域特性

■死傷事故件数
・神奈川県の死傷事故件数は、10年前に比べ、約半分になっている
・減少率をみると、神奈川県は全国に比べて減少率は高くなっている。
・神奈川県の死傷事故件数は、平成18年は全国4位であったが、平成28年は全国8位に低下している。

神奈川県は
大きく減少

5

54,562

27,091



１．神奈川県の事故・地域特性

■死亡事故件数
・死亡事故件数は平成28年に大きく減少している。
・神奈川県の死亡事故件数は、平成27年は全国3位であったが、平成28年は全国11位となった。

減少 減少

6

大きく
低下



■道路種類別の事故
・道路種別をみると、死亡事故では、平成28年で一般国道の割合が下がっている一方で、市町村道の割合が増加
した。

１．神奈川県の事故・地域特性

7
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■当事者別の事故
・第1当事者（加害者）、第2当事者（被害者）ともに、全国と比べて、神奈川県は二輪車事故の割合が高い。

１．神奈川県の事故・地域特性

二輪車 二輪車

二輪車 二輪車

8



■15歳以下（第１当事者）の死傷事故件数
・15歳以下の死傷事故件数は、神奈川県・全国とも減少傾向である。
・人口10万人あたりでみると、神奈川県・全国とも減少傾向である。

１．神奈川県の事故・地域特性

■65歳以上（第１当事者）の死傷事故件数
・65歳以上の死傷事故件数は、神奈川県・全国とも減少傾向である。
・人口10万人あたりでみると、神奈川県はH28は増加に転じる結果となった。

神奈川県は
減少傾向

9
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■15歳以下（第２当事者）の死傷事故件数
・15歳以下の死傷事故件数は、神奈川県・全国とも減少傾向である。
・人口10万人あたりでみると、神奈川県は全国に比べ減少傾向にある。

１．神奈川県の事故・地域特性

■65歳以上（第２当事者）の死傷事故件数
・65歳以上の死傷事故件数は、神奈川県ではH28は増加に転じる結果となった。

神奈川県は
大きく減少

10

増加
増加



■年齢別
・65歳以上の事故の割合が第１当（加害者）、第2当（被害者）ともに過去最大となっている。

１．神奈川県の事故・地域特性

11
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１．神奈川県の事故・地域特性
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出典：神奈川県年齢別人口統計調査 平成18年～平成28年
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出典：総務省統計局 人口推計 （平成28年10月1日現在）

■人口の推移
・高齢者の事故割合が増えた要因として、過去10年間で、65歳以上が約40％増加していることも影響している。

30％増

7％増

7％増



■神奈川県の地域特性
・自動車保有台数は、概ね横ばいで推移している。
・二輪車保有台数は年々増加している。

１．神奈川県の事故・地域特性

■神奈川県の事故特性
・死傷事故件数は減少傾向にあり、着実に事故が減少している。
・特に死亡事故は減少し、一般国道での事故割合が減っている。
・全国に比べて、二輪車事故の割合が高い。
・15歳以下の事故件数は、減少傾向にある。
・65歳以上の事故件数は、増加に転じるが見られる。

二輪車事故、高齢者事故に着目が必要である。
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２．事故ゼロプラン

・H22年～27年まで進めた事故ゼロプラン（1期）は終わり、事故ゼロプラン（2期）が開始した。

H22
Plan

Do

Check

Action

事故ゼロプラン取り組み方針の設定

事故ゼロプラン（1期）リストの設定

指定区間へ
の対策実施

対策効果
の検証

事故発生状況
の中間再評価

H29

1期 2期

H27,28

Do

事故ゼロプラン取り組み方針の設定

事故ゼロプラン（2期）リストの設定

指定区間へ
の対策実施

対策効果
の検証

事故発生状況
の評価

・「2期」の取り組み結果の総括
・「3期」の実施方針策定

Plan

Check

Action

1

期

2

期

3

期

年
次
更
新

年次更新

Plan
事故ゼロプラン取り組み方

針の設定

Check

・「2期」の実施方針策定
・「1期」の取り組み結果

＜本委員会＞
・事故ゼロプラン箇所 年次更新
・事故ゼロプラン箇所 進捗状況の報告
・事故ゼロプラン箇所 除外判定

・事故ゼロプラン2期の進捗状況

14
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・事故ゼロプラン2期の年次更新

329年度末時点の事故危険区間

神奈川県の事故危険区間は
９４０区間

H29年度事故多発区間

神奈川県交通安全対策協議会
「事故多発区間（地点）」

H28年度抽出箇所 H29年度追加

事故データの基準
のみで抽出

“地域の声”
のみで抽出

事故データ
＋

“地域の声”で抽出

事故危険区間
（925区間）

２．事故ゼロプラン

2期 事故危険区間
合計1期

繰越し
区間

新たに抽出した区間

死傷事故
率上位

事故
特性

事故危険
箇所

抽出基準
A

事故危険
箇所

抽出基準
B

安全性
の危惧

事故多発
地点（そ
の他地域
要望）

ヒヤリハット 区間合計
（重複区間
を除く※）

横浜国道 168 118 62 22 35 55 23 9 219 382

相武国道 69 11 1 1 2 0 13 0 25 99

神奈川県 98 92 1 18 0 0 16 0 66 169

横浜市 97 198 82 9 0 0 3 0 159 201

川崎市 18 39 21 3 3 0 5 1 95 63

相模原市 12 16 6 5 0 0 6 0 29 36

合計 912 379 173 53 90 55 66 5 528 990

※重複区間とは、選定基準に複数該当している区間である。

（15区間）
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・事故ゼロプラン2期の進捗状況

２．事故ゼロプラン

対策完了

（経過観察）

338区間

36%

事業中

44区間

5%

検討中

558区間

59%

事故ゼロプラン2期 進捗率

16

・対策進捗率は41％（対策完了、事業中）となっている。内訳をみると、1期からの繰り越し区間の進捗率（対策完了・
事業中）は75%であり、一方、新規区間の進捗率は14%にとどまっている。

新規区間 528区間

1期繰越 412区間

382区間
41% 対策完了

（経過観察）

287区間

70%

事業中

23区間

5%

検討中

102区間

25%

事業中

21区間

4%

検討中

456

86%

940区間
310区間
75%

72区間
14%

対策完了
（経過観察）
51区間
10%



4

2
11 1

2

1

1

1

3

1

5

3

1 1

0

2

4

6

8

H23 H24 H25 H26 H27 H28

事
故
件
数

（
件
/
年
）

人対車両 正面衝突 追突 出会い頭 右折 左折 車両相互その他 車両単独 その他不明

�対策前、追突事故と左折時の二輪車巻込事故が多発しており、H27にカラー舗装により車線別に方面案内を示す対
策、幅広ドットにより二輪車巻込を防止する対策を実施。

�対策後、追突事故が1.5件/年から1.0件/年、左折事故が0.5件/年から0件/年に減少。

２．事故ゼロプラン

対策前
12件/4年

対策後
1件/1年

使用データ：ITARDA事故別データ（H23～H27）、警察事故データ（H28）

・対策事例～二輪車事故対策～ 「国道246号 厚木市船子 バス停船子周辺～森の里入口交差点」 横浜国道

対策前（H23-H26）

対策後（H28）

対策実施状況

対策後

方面別に
色を分けて案内
するカラー舗装

左折時
二輪車巻き込み
防止のための
幅広ドット

対策年

H23 H24 H25 H26

H28

対策前

【追突事故】
対策前：1.5件/年 ⇒ 対策後：1.0件/年

17

【左折事故】
対策前：0.5件/年 ⇒ 対策後：0件/年



Ｎ=110

知らなかった
63人
57％

知っていた
47人
43％

Ｎ=110

知らなかった
100人
91％

知っていた
10人
9％

利用者意識

２．事故ゼロプラン

18

�幅広ドットの設置により、船子交差点を走行する左折車両のうち右寄りを走行する車両が18%減少
�幅広ドット対策及び対策のねらいの認知度は低いものの、自然と左寄りになることで効果が上がっている。

・対策事例～二輪車事故対策～ 「国道246号 厚木市船子 バス停船子周辺～森の里入口交差点」 横浜国道

交通挙動による評価

■幅広ドットの認知

■対策のねらいの認知

Ｑ．幅広ドットが設置されたことを知っていましたか

Ｑ．幅広ドットのねらいについて知っていましたか

対策を知らない
利用者が半数以上

対策のねらいを
知らない利用者が

９割以上

Ｎ=115

Ｎ=96

18%減少

事前：2014年 2月26日（火） 事後：2017年12月13日（水） 集計対象時間帯：10:00～13:00

「右寄りを走行する車両」
が18%減少

左寄りを走行する車両



・安全性と円滑面の取り組みについて 横浜国道

105区間, 

27%

277区間, 

73%

�横浜国道事務所管内の事故ゼロプラン382箇所のうち、約3割の105区間が主要渋滞箇所に該当している。
�今後、主要渋滞箇所にも該当している事故ゼロプラン区間は、円滑性も考慮して、対策検討を進める。

横浜国道管内
事故ゼロプラン区間の

主要渋滞箇所の該当状況

対策例：右折ポケット設置 円滑性：右折車と直進車の分離

国道16号 上川井交番前交差点（平成27年度）

安全性：追突事故防止

19

２．事故ゼロプラン
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

H23 H24 H25 H26 H27 H28

事
故
件
数
（件/

年
）

人対車両 正面衝突 追突 出会い頭 右折 左折 車両相互その他 車両単独 その他不明

7

3

2 2

4

1

�追突事故等が多発しており、H27に上り車線へのカラー舗装、減速ドットライン、注意喚起路面標示「追突注意」等の対
策を実施。一方、下り車線へのカラー舗装はH28に実施。

�対策実施後、総事故件数は3.5件/年から1.0件/年、追突事故が1.5件/年から1.0件/年に減少。

対策前
14件/4年

対策後
1件/1年

使用データ：ITARDA事故別データ（H23～H27）、警察事故データ（H28）
※下記事故図の範囲内で発生した事故を読み取って集計した結果

・対策事例～追突事故対策～ 「国道16号 相模原市中央区 清新交差点」 相武国道

対策前（H23-H26）

対策後（H28）

対策実施状況

対策後

対策年

H23 H24 H25 H26

H28

【総事故】
対策前：3.5件/年 ⇒ 対策後：1.0件/年

【追突事故】
対策前：1.5件/年 ⇒ 対策後：1.0件/年

【自転車事故】
対策前：0.8件/年 ⇒ 対策後：0.0件/年

清新
交差点

始点側
至 横浜

終点側
至 八王子

自転車道（H27）

N

写真①

写真②

写真①、②
カラー舗装(Ｈ27) 減速ドットライン（H27）

注意喚起路面標示「追突注意」(Ｈ27)

追 突 注 意

追 突 注 意

中央分離帯・カラー舗装（H28）

カラー舗装に続き、
減速ドットライン・
路面標示「追突注

意」を整備

20

２．事故ゼロプラン

停止線手前に
注意喚起を促す

カラー舗装



32.6 
29.6 

0

10

20

30

40

対策前 対策後

速
度
（k
m
/
h
）

3km/h減少

(-9％)

・対策事例～追突事故対策～「国道133号 横浜市中区 本町五丁目交差点」～

分析期間（対策年：平成27年10月）

対策前：平成27年7月～9月

対策後：平成28年7月～9月

至 弁天橋

至

桜
木
町

至

元
町

至 新港
本町五丁目
交差点

本町四丁目
交差点

対策（道路管理者）
・減速ドットライン

�追突事故対策として、平成27年10月に減速ドットラインを実施。
�対策実施後において、ETC2.0プローブデータの急減速回数をみると、対策前に比べて2割減少し、効果が発現してい
る。

２．事故ゼロプラン

至 伊勢佐木町

対策前 対策後

横浜市

0.619 

0.489 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

対策前 対策後

急
減
速
発
生
回
数
（回
/
台
キ
ロ
）

-0.3G ～ -0.4G -0.4G ～ -0.5G -0.5G ～ -1.0G

21％減少

対策前後の急減速発生回数 対策前後の速度

21

カメラ



�対策実施箇所の対策完了（除外判定）は、対策後の経過年数に応じて、3つの方法がある。
�今回は、対策後4年経過箇所を対象に、除外判定を行う。

・事故ゼロプラン2期の対策完了判定について

２．事故ゼロプラン

■対策実施箇所の評価フロー

対策後

４年経過
４年分の事故
データが蓄積

事故件数を確認
「死傷事故件数２割削減」

削減

特に問題がなければ

対策完了
（リスト「除外」）

対策完了
（リスト「除外」）

承認

委員会審議

問題なし

CHECK-2 事故“内容”を確認
「対策と事故削減の整合確認」・「増加した事故内容の確認」

「新たな対策必要性確認」

削減

CHECK-1 事故“件数”を確認
「死傷事故件数２割以上削減」

対策後

２年経過
２年分の事故
データが蓄積

対策後

１年経過

改善

改
善
さ
れ
な
け
れ
ば

追
加
対
策
を
検
討

改
善
さ
れ
な
け
れ
ば

追
加
対
策
を
検
討

早期整備効果を確認
「交通挙動の改善」

特徴ある
箇所で実施

対策実施

22

地域要望に
基づく箇所

今回
判定



�H23に施工完了し、対策後４箇年分（H24-H27）の事故データが蓄積された28区間について、「除外」
の判定を行った。

�判定の結果、28区間の中、26区間は完了基準を達成しているため除外となる。一方、2区間は未達
成のため、追加対策の検討区間となる。

対策完了（リスト「除外」）の対象箇所

２．事故ゼロプラン

23

完了

26区間

93%

未完了

2区間

7%

対策完了（リスト「除外」）の判定結果

（n=28）

24.3

11.4

0

10

20

30

対策前 対策後

平
均
事
故
件
数
（件
/
4
年
）

対象箇所の平均事故件数（n=28）

53%
減



リスト「除外」の対象箇所

２．事故ゼロプラン

24

対策前
（H17-H20）

対策後
（H24-H27）

削減率 評価

1 相武国道 16 元橋本町 H23 16 8 50% 完了

2 相武国道 16 中和田交差点 H23 39 25 36% 完了

3 相武国道 16 鹿沼台交差点 H23 22 13 41% 完了

4 相武国道 16 相模大野駅南口入口交差点 H23 55 16 71% 完了

5 相武国道 16 大野台郵便局前交差点 H23 22 8 64% 完了

6 神奈川県 717 小田原市柳新田40-1～堀之内 H23 37 17 54% 完了

7 神奈川県 720 飯田岡入口交差点 H23 16 11 31% 完了

8 神奈川県 129 平塚市馬入本町交差点 H23 22 9 59% 完了

9 神奈川県 21 鎌倉市小町交差点 H23 18 13 28% 完了

10 神奈川県 32 手広交差点 H23 22 14 36% 完了

11 神奈川県 467 藤沢橋交差点 H23 26 15 42% 完了

12 神奈川県 467 郵便局前交差点 H23 35 5 86% 完了

13 神奈川県 301 大船駅東口交通広場前交差点 H23 16 2 88% 完了

14 神奈川県 43 東町郵便局前交差点 H23 29 7 76% 完了

15 神奈川県 56 大和市下鶴間交差点 H23 12 5 58% 完了

16 神奈川県 134 唐ケ原交差点 H23 25 15 40% 完了

17 神奈川県 129 高浜台交差点 H23 23 20 13% 未完了

18 横浜市 40 二つ橋交差点 H23 26 26 0% 未完了

19 横浜市 23 大道小学校前交差点 H23 21 14 33% 完了

20 横浜市 2 港北区綱島東２丁目交差点 H23 18 8 56% 完了

21 横浜市 2 北綱島交差点 H23 23 10 57% 完了

22 横浜市 83 楠橋入口交差点 H23 30 17 43% 完了

23 横浜市 21 公田交差点 H23 27 15 44% 完了

24 横浜市 83 霜下橋入口交差点 H23 20 10 50% 完了

25 横浜市 1 戸塚郵便局前交差点 H23 17 4 76% 完了

26 横浜市 2 樽町交差点 H23 29 4 86% 完了

27 川崎市 45 上小田中6丁目交差点 H23 17 1 94% 完了

28 川崎市 101 川崎病院入口交差点 H23 18 6 67% 完了

No

死傷事故件数（4年間事故）
道路
管理者

路線
番号

区間名
（交差点名）

対策年



３．生活道路における交通事故対策

25



３．生活道路における交通事故対策

神奈川県内の生活道路の対策エリア（H29.12月末時点）は、下記の5エリアが対策エリアとなっている。
今年度については、横浜市港北区の大倉山三丁目地区を対象にハンプ設置等の社会実験を行った。

エリア選定の流れ

出典：国土交通省「効果的・効率的な交通事故対策の推進

都道府県 市町村 地区名

神奈川県 横浜市 港北区大倉山３丁目

神奈川県 川崎市 多摩地区菅４丁目地区

神奈川県 小田原市 鴨宮３８３地区

神奈川県 大和市 林間１丁目・鶴間２丁目地区

神奈川県 相模原市 橋本地区

生活道路対策エリア一覧

26



３．生活道路における交通事故対策

27

第１回 検討会
・大倉山三丁目地区の事故発生状況
・大倉山三丁目地区の急ブレーキ・速度状況
（ETC2.0データ分析）
・大倉山三丁目地区の交通状況
・一般的な安全対策メニュー

H29.2

第２回 検討会
・速度抑制対策メニュー及び事例の紹介
・大倉山三丁目地区における速度抑制策（案）
・ハンプ体験会の実施

H29.9

H30.1.30
（予定）

第３回 検討会
・社会実験の結果、次年度にむけた取り組み

社会実験の実施
・ハンプ、狭さく等の物理的デバイス（約4週間の試験施工）

H29.10

ハンプ体験会（H29.9）

第2回検討会（H29.9）

・横浜市大倉山三丁目地区の社会実験



大倉山駅

×

大綱小

大綱中

凡例
<走行速度>
20km/h以上
30km/h以上
40km/h以上
50km/h以上
<急ブレーキ>

-0.4G以上の急減速

×
×
×

× ×
××

××
××

××

×
×

×

×
×

×
×

×
×

×
××
×

スピード抑制等の
安全対策が必要

×

大倉山三丁目地区では、急ブレーキが多く、走行速度が高い状況にあった。
そこで、自動車の「スピード抑制」等を目的とした安全対策(ハンプ、狭さく）を試験的に設置し、その効果を確認する
ための社会実験を行った。

横浜市港北区
大倉山三丁目地区

位置図

28

３．生活道路における交通事故対策

・大倉山三丁目地区の課題



29

＜凡例＞

沿道施設入口

乗り入れ口

ハンプ

狭さく

Ｎ

ハンプ2箇所、狭さく2箇所を試験施工（10月5日～11月1日の約1ヶ月間）した。

現在は、ビデオ調査・アンケート調査（住民1,500世帯に配布）の結果を整理し、対策効果を分析中である。

※国土地理院

ハンプ①

狭さく②
ハンプ②

３．生活道路における交通事故対策

・大倉山三丁目地区の対策内容



４．その他

■道路標識の改善に向けた取り組み（国土交通省）

30



3131



32



４．その他

■自転車活用推進法の概要（国土交通省）

33
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４．その他

■高速道路の逆走対策（首都高速道路）

36



【逆走件数】

・平成28年度の首都高速道路における逆走車「保護件数」は 4件。

・そのうち、神奈川地区は0件。

・H29年12月現在、今年度の神奈川地区での逆走車「保護件数」は1件。

© Metropolitan Expressway Company Limited 2017

最近の逆走・歩行者等立入対策の実施状況及び今後の予定

【歩行者等立入件数】

・平成28年度の首都高速道路における歩行者・自転車・原付等立入の「保護件数」は 492件。

・そのうち、神奈川地区は 96件。

・H29年12月現在、今年度の神奈川地区での歩行者等立入「保護件数」は 81件。

※歩⾏者の保護件数により作成歩⾏者の要因⽐較（外側:H28年度、内側:H27年度） 歩⾏者の年齢⽐較（外側:H28年度、内側:H27年度）

37



【高速上の逆走対策（本線合流部等）】

⾼輝度⽮印板・文字板

路⾯⽮印 ラバーポール

© Metropolitan Expressway Company Limited 2017

・平成28年度より、高輝度矢印板やラバーポールの設置等の対策を実施中。

・平成29年度内に、66箇所すべての合流部において実施完了見込み。

38



【立入、逆走検知・警告システムの導入】

・立入等の効果的な防止や発生時の被害低減のため、民間企業との共同研究を実施。

・神奈川地区においては、13箇所を選定し、順次導入。
（歩行者等の立入実績が多い、料金所の無い出入口等を優先に選定。）

・平成28、29年度の 2箇年で導入完了見込み。

出
口

[システム概要]

ここは⾼速道路です。
歩⾏者、⾃転⾞は⼊れません。

交通管制室でも発報

① ①

② ②

③

④1)⽴⼊者等検知
⇒ ①警告表示板・回転灯、

②スピーカーからの音声により警告（2箇所）
(1)⽴ ⇒  本線順⾛⾞にも③警告表示板・回転灯で警告

2)同時に、④交通管制室で発報

3)保護のため、交通パトロールカーが現場に出動

4)警告表示等に気づかず進⼊した⽴⼊者等を保護

© Metropolitan Expressway Company Limited 2017 39



４．その他

40

■高速道路の逆走対策（NEXCO）



41

第三京浜道路 玉川ＩＣ Ｅランプにおいて、主に雨天時の速度超過が要因と考えられる事
故が多数発生しており、段階的に追加安全対策を実施していく予定

交通安全対策［事故対策］

【Ｈ29年度の対策内容】 大型矢印標識の追加実施

【Ｈ30年度以降の対策予定】 注意喚起標識の設置

減速レーンマークの施工

薄層舗装
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交通安全対策［立入対策］

○京浜管内の立入状況について（H27年1月～12月）
管内のIC立入状況については、保土ケ谷ICからの立
入が多い。特にＦランプ（国大入口）からの立入が際立
つ状況である。

⇒H29.3 保土ケ谷ＩＣの立入の多いランプへの立入防
止システムの施行を実施済（保土ヶ谷Ａ・Ｆ・Ｈ）

図－1 IC立入状況（年間）

図－２ 手段別立入状況

図－３ 年代別立入状況

※玉川Hﾗﾝﾌﾟは対策実施済での立入
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交通安全対策［逆走対策］

○H28 管内全線IC・PAの逆走対策を実施済み

○Ｈ29-Ｈ32 料金所前後の開口部閉塞強化及びさらなる逆走対策の追加実施予定



４．その他
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■特殊車両の交通事故（国土交通省）
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４．その他

・特殊車両が引き起こす交通事故等は、特殊車両通行許可書の無許可や改ざんにより、経路外の通行が生じている。
・通行量が多い国道において、一度事故が発生すると、長時間通行止め等社会的被害が大きい。

■特殊車両が引き起こす交通事故

〇通行許可の経路外走行：長時間通行止め (12時間） 〇通行許可経路外走行：長時間通行止め(6時間）

状況 状況
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開催時期 議題（案）

第１７回
委員会

平成30年12月~

平成31年3月
１．神奈川県の交通事故発生状況について
２．事故ゼロプランの進捗状況
３．生活道路の安全対策
４．その他（トピックス）
５．今後のスケジュール

今後の予定

５．今後のスケジュール
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